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❑障害者・子育てへの支援拡充を要望 12月議会一般質問

障害者差別解消法にのっとり、巡回投票実現で投票権確保を
西田議員：9月議会で巡回投票を検討する旨答弁を頂いた。どう取り組むのか。

深谷町長：投票したくてもできない方々の公正性の検討の余地はある。巡回投

票は投票機会の確保に有効だが、車代や人件費など慎重な検討が必要だ。

西田：昨年の参議院選挙では、島根県浜田市が巡回投票を実施している。

障害を持った方々への配慮が必要だ。障害者手帳を持っていれば郵便投票

もあるが、手帳を持っていない障害年金受給者の実態把握が必要ではないか。

総務課長：手帳を持たない方々の実態を把握する努力は当然必要と考えている。

例えば交通弱者、高齢化といった部分から配慮を検討する余地はあると思う。

西田：大変重要な答弁だ。国会で成立した「障害者差別解消法」を参照すれば、

いろいろ工夫し自治体の側から手を差し伸べなさいという項目もある。選挙

法の問題だけでなく、いろんな面で障害のある皆さんの相談に乗ってほしい。

子ども医療費助成、4月から高校生も無料化の対象に
西田：安心子育て医療制度の高校までの対象拡大はいつから実現するか。

町長：当町では2010年より盛岡広域市町村では初めて中学3年までの医療費を

無料化し、町民だけでなく、町外からの移住者からも高い評価を頂いている。

雫石町では、新たに大きな財政負担は見込まれるが、人口減少対策及び子
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＊日本共産党の活動・政策などを紹介します

育て支援の観点から、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策の1つと

して、2017年4月診療分から医療費助成の対象を高校生まで拡大する。

西田：大変心強い。高校生の子を持つお父さん、お母さんも喜んでいる。

現物給付（＊）の拡大も考えてほしい。いまは現物給付をする自治体への

国からの罰則措置があるが、だんだんペナルティーも国はなくす方向性だ。

＊現物給付…医療機関窓口の時点で患者負担がない方式のこと。対して、あとで還付

する方式を「償還払い」と呼ぶ。

町民課長：8月から全県統

一で未就学児と妊産婦が

現物給付の対象となるが、

高校生まで拡大をという

声もあるので、県に要望

を伝えて、小学生、中学

生と段階的になるかと思

うが、利用しやすいよう

方策を考えていく。

就学援助の早期支給求める 町内小中学生の受給割合は13%
西田：就学援助は収入の少ない家庭への配慮として歓迎されているが、適用時

期が遅いとの声もある。4月入学前に前倒ししての適用を検討してはどうか。

教育委員長：前年の所得で審査するため、認定は6月以降になるが、早く援助

をという気持ちは理解できる。できる限り支給時期を早めるよう検討する。

西田：町内で就学援助を受けている割合は13%、大変高い数字だ。国の統計で

は子どもの貧困率が2012年に約16.3%で、ほぼそれに並んでおり、皆さんが

苦労しながら子どもさんを学校に入れていることがよくわかる。

生活困窮世帯が入学準備金の立て替えをしなくて済むよう、入学前に就学

援助の支給をという要求が国会で出て、文部科学省も十分配慮するよう通知

していると答弁した。雫石町でも改善要求の声が私のところにも届いている。
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県内の子どもの医療費助成の状況（2016年12月1日現在）



学校教育課長：支給費目の追加（児童

生徒会費、PTA会費）はしているが、

支給時期の繰り上げは難しい。

西田：東京都八王子市では新入学準備

金という名目で申請手続きをしてい

る。就学時の健康診断の案内とあわ

せて、9月に申請書を送付し（対象は

準要保護の基準に該当する人）、1月

上旬までに市役所に出してもらい、

2月に支給・不支給が決定する。これ

らも検討して、もう少し親切にやっ

てもらえないか。

学校教育課長：全国的な事例を調べてみたい。

西田：もともと就学援助制度は義務教育無償化の第一歩として始まったものと

理解している。児童生徒への恩典ととらえてはならない。どの子もお金のこ

とを心配しないで通える学校であるための町の努力を大事にしてほしい。

網張源泉工事補助金返還訴訟 控訴審の町主張に新論点なし
西田：網張温泉源泉訴訟控訴審での町の主張の概要を議会に説明すべきだ。

町長：控訴審での主張の概要は、①網張新湯4号井の掘削工事は、第一審判決

がいうような町の事業ではなく、休暇村協会の事業である。

②補助金の交付にあたって町と休暇村協会で交わした覚書は、工事の細目

を確認する文書に過ぎず、町が休暇村に対して施工業者の請負契約を締結す

る権限を付与したものではない。

③休暇村協会と施工業者との工事請負契約で、町長が地方自治法234条に

準じた契約方法を補助金交付の条件として要求すべき法的義務はない。

④補助金交付は、源泉整備費用の一部を過去数十年間助成してきた経緯や、

休暇村協会が観光振興及び地域雇用に果たす役割など、地方自治法232条の2
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町内の就学援助の状況(2016年5月1日現在) に規定する公益上必要がある場合に当たる。予算審議で議会承認も得ている。

⑤補助金交付は地方自治法234条の一般競争入札を潜脱（＊）するものでは

なく、町に補助金交付による損害も生じていない。

＊潜脱（せんだつ）…抜け道を使って法的規制をまぬがれること

西田：第一審と比べて新しい主張は何もない。1998年の契約書について改めて

確認するが、4号源泉工事の事業主体は町だと説明していたはずだ。

観光商工課長：1965年の誘致当時にさかのぼって確認し、控訴審では休暇村が

自ら必要として実施した事業と主張している。

西田：その主張が第一審で指弾され、地方自治法234条（＊）を適用すべきであっ

た、源泉工事費用の一部を町が数十年間助成してきたこと自体も駄目という

判決だった。議会の承認も、こういう経過が説明されない中でなされたもの

であり、議会に責任があるとはいえないはずだ。

＊地方自治法234条…地方公共団体が締結する契約は一般競争入札を原則とし、指名

競争入札や随意契約は例外的な場合にのみ可能と規定している

町長：西田議員の認識はそれでよいかもしれないが、一審判決は容認できない。

西田：休暇村が補助金を受けて掘ったのであれば、鉱泉権は休暇村側にある。

この4号源泉の権利を休暇村から町に移転する「契約」はしたのか。

観光商工課長：工事後、鉱泉権は雫石町に帰属するとの「覚書」を交わした。

西田：権利の移転契約がなければ空文句になる。かつて道の駅では、長内水源

の権利を主張されて、町がお金を出して買い取った。温泉権、その次の利用

権などの問題がいま出てきている。ことさら一企業の利益のために推進して

無理が生じたのではないか。ぜひとも頭を冷やして考えて頂きたい。

☆「しんぶん赤旗」をご購読下さい☆

日刊紙16ページで月3,497円、日曜版（週刊）36ページで月823円です
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